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73
回「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」 

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り

を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

　
７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」強
調
月
間
で
す
。
こ
れ
は
、

全
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の
防

止
と
、
罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
て
安
全
・

安
心
な
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す

る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　
市
で
は
推
進
委
員
会
を
組
織
し
、

年
間
を
通
し
て
活
動
・
研
究
会
な

ど
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

問
上
越
地
区
保
護
司
会
事
務
局	

（
福
祉
交
流
プ
ラ
ザ
内
、☎
０
２
５・

５
２
２
・
４
６
９
３
）	

農
作
業
中
の
熱
中
症
に 

注
意
し
ま
し
ょ
う

○	

日
中
の
気
温

の
高
い
時
間

帯
を
避
け
て

作
業
す
る

○	

な
る
べ
く
２

人
以
上
で
作

業
し
、
単
独
作
業
を
避
け
る

○	

20
分
お
き
に
休
憩
と
水
分
補
給

を
す
る

○	

ハ
ウ
ス
や
畜
舎
な
ど
で
は
、
換

気
扇
、
断
熱
材
の
活
用
に
よ
り

高
温
多
湿
の
環
境
を
避
け
る

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
農

林
水
産
省
公
式
ア
プ
リ
「
Ｍ
Ａ
Ｆ

Ｆ
ア
プ
リ
」
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
に
よ
り
、
熱
中
症
警
戒
ア

ラ
ー
ト
の
通
知
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
地
域
を
設
定

し
、
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
農
政
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
７
４
９
）

令
和
５
年
度
下
期
～
８
年
度
上
期
の

物
品
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

　
上
越
市
お

よ
び
上
越
市

ガ
ス
水
道
局

が
行
う
物
品

（
印
刷
、リ
ー

ス
・
レ
ン
タ

ル
、
建
物
管

理
、
廃
棄
物
運
搬
な
ど
の
役
務
の

提
供
を
含
む
）
の
入
札
な
ど
に
参

加
を
希
望
す
る
場
合
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
８
月
１

日
㊋
～
31
日
㊍
の
間
に
契
約
検
査

課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
（
郵
送
の

場
合
は
８
月
31
日
㊍
消
印
有
効
）　

問
契
約
検
査
課

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
６

４
５
）

学
校
給
食
調
理
業
務
委
託 

参
加
希
望
事
業
者
の
受
付
開
始

時
委
託
期
間
＝
令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で　

対
市
内
に
本
社
が
あ
る
こ
と
な
ど　

申
問
７
月
20
日
㊍
ま
で
に
、
教
育

総
務
課
（
☎
０
２
５
・
５
４
５
・

９
２
６
６
）
へ

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

●
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
制
度
の
受
付
開
始

時
令
和
５
年
７
月
以
降
分
の
申
請

開
始
日
＝
７
月
３
日
㊊
（
令
和
５

年
度
分
の
学
生
納
付
特
例
は
、
４

月
以
降
随
時
受
付
中
）　
対
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に

困
難
な
人　

●
追
納
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10

年
以
内
に
後
か
ら
納
付
（
追
納
）

す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
受
け
取

る
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
問
上
越
年
金
事
務
所
国
民
年
金

課
（
☎
０
２
５
・
５
２
４
・
４
１

１
２
）
ま
た
は
国
保
年
金
課
（
☎

０
２
５
・
５
２
０
・
５
７
１
６
）、

各
総
合
事
務
所

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も

医
療
費
助
成（
医
療
費
無
料
）の

対
象
年
齢
を
拡
充
し
ま
す

　
９
月
か
ら
、
医
療

費
が
無
料
と
な
る
対

象
を
、
現
行
の
小
学

校
就
学
前
児
童
お
よ
び
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
小
学
生
に
加
え
、
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
高
校
卒
業
相

当
の
年
齢
ま
で
拡
充
し
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
小
学
生

以
上
の
子
が
こ
の
助
成
を
受
け
る

に
は
、「
所
得
調
査
に
係
る
承
諾
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
、
こ
ど

も
政
策
課
ま
た
は
各
総
合
事
務
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
中

学
生
～
高
校
卒
業
相
当
の
年
齢
の

子
ど
も
の
い
る
世
帯
へ
は
様
式
を

送
付
し
て
い
ま
す
）。

　
提
出
の
あ
っ
た
世
帯
の
令
和
５

年
度
課
税
状
況
を
確
認
し
、
対
象

と
な
る
場
合
、
８
月
下
旬
に
新
し

い
受
給
資
格
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
す
で
に
提
出
済
み
で
医

療
費
無
料
の
受
給
資
格
証
が
交
付

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
令
和
５
年

度
の
課
税
情
報
を
確
認
し
、
更
新

し
た
受
給
資
格
証
を
送
付
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
政
策

課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７

２
６
）

詳しくは詳しくは

詳しくは

本人通知制度をご利用ください	  問合せ…市民課（☎025-520-5685）

　身元調査などを目的とした住民票の写しや戸籍謄抄
本などの不正請求、不正取得は、本人が気付かないうち
に起きる個人の権利を侵害する行為です。本人通知制
度とは、本人以外の第三者に証明書などを交付したときに、
事前登録者へ通知する制度です。通知を希望する人は
登録をお願いします（交付を妨げる制度ではありません）。
●事前登録のできる人
　上越市の住民基本台帳、戸籍の附票に記録されてい
る人または上越市の戸籍に記載されている人（住民票・

附票・戸籍とも除かれた人を含む）
●登録場所
　市民課、各総合事務所、南・北出張所
●対象となる証明書
　住民票の写し・戸籍の附票の写し、戸籍謄本・抄本

（除票・除籍も含む）など
●通知する内容
　証明書の交付年月日、交付した証明書の種別と枚数、
請求者の種別（代理人・第三者）


